
４．連続立体交差事業等による踏切対策の推進

施策の目的

「開かずの踏切」等による交通渋滞や踏切事故を解消するとともに、鉄

道により分断された市街地の一体化等を図るため、連続立体交差事業等に

より踏切除却を行う抜本対策と歩道拡幅等により安全性の向上等を図る速

効対策を緊急かつ重点的に推進します。

○踏切対策のスピードアップ

［抜本対策］

・ 踏切除却を重点的に進める抜本対策踏切約1,400箇所に対して、平成

18年度からは２倍を上回る除却ペースを目標にスピードアップ

［速効対策］

・ 迅速な踏切対策が必要な速効対策対象踏切約1,200箇所に対して、平

成22年度までに全て（平成18～21年度には約８割の箇所）対策を実施

【踏切交通実態総点検結果（H19.4公表）】

【踏切対策イメージ】

 

賢い踏切の設置 

立体横断歩道橋の設置 

踏切部の歩道拡幅 

連続立体交差事業 

道路の立体化 

（既存踏切道の除却）

（既存踏切道の除却）

歩道が狭隘な踏切
645箇所 歩行者ボトルネック踏切 301箇所

自動車ボトルネック踏切 538箇所

開かずの踏切
589箇所

全国の全踏切（約３万６千箇所）

緊急対策踏切の抽出（１，９６０箇所）

※開かずの踏切との重複は除く

※

※

※

【速効対策対象踏切】

約１，２００箇所
【抜本対策対象踏切】

約１，４００箇所

約500箇所

約300箇所約600箇所

約600箇所

（約２，０００箇所）
【開かずの踏切】

電車の運行本数が多い時間帯において、遮断時間が
40分／時以上となる踏切

【歩道が狭隘な踏切】
前後の道路に比べて歩道が狭い踏切

【自動車ボトルネック踏切】
１日の踏切交通遮断量が５万以上の踏切

【歩行者ボトルネック踏切】
自動車に歩行者、自転車を加えた１日の踏切交通
遮断量が５万以上の踏切のうち、歩行者と自転車
のみの１日の踏切交通遮断量が２万以上の踏切

【踏切交通遮断量】交通量(台(人))×踏切遮断時間(時)



）連続立体交差事業の推進４ １.（

施策の概要

1)連続立体交差事業により、道路整備の一環として鉄道を連続的に高架化

又は地下化し、複数の踏切を一挙に除却

新規・市区が施行する連続立体交差事業における地方債充当率の引上げ

2)連続立体交差事業と一体的に実施する必要がある街路事業、土地区画整

理事業及び市街地再開発事業について、連続立体交差関連公共施設整備

事業等により総合的に支援

3)工期短縮やコスト縮減に資する機動的な踏切対策を図るため、高架高さ

や延長を抑えた連続立体交差事業（ミニ連立）等を推進

4)事業費のピークカット等を図るため、無利子貸付制度等の融資制度や立

替施行制度の活用を推進

○連続立体交差事業

＜実施予定箇所＞

京急本線・空港線（東京都）、西鉄天神大牟田線（福岡県）等

＜平成21年度高架切替予定箇所＞

ＪＲ中央線三鷹駅～国分寺駅付近（東京都）等

○ミニ連立

【ミニ連立のイメージ】 【ミニ連立による効果の例】

○連続立体交差事業に係る融資制度

駅周辺等で大型車の通行が必ずしも必要のない
区間では、高さ、延長を抑えた「ミニ連立」を推進

⇒ 工期短縮、コスト縮減を実現

3.2m4.7m

＜ミニ連立＞＜通常連立＞

②幹線道路要件をはずして延長を短縮

①高架高さを押さえて構造物をスリム化

4.7m 3.2m

既存高架道路橋の改築も不要に

③高架延長の短縮で車庫移設も不要に

①高架高さを押さえて構造物をスリム化

4.7m 3.2m4.7m 3.2m

約75m

既存高架道路橋の改築も不要に

③高架延長の短縮で車庫移設も不要に

約1500m
約75m

約1500m

約3600m

◆貸付対象者：地方公共団体を通じて認定事業者
◆貸付限度額：事業者負担費の１／２以内
◆国の貸付率：地方公共団体の貸付額の１／２以内

（事業者負担費の１／４以内）
◆貸 付 期 間：２０年以内（５年以内の据置期間含む）

国・地方公共団体
約９０％

事業者負担
約１０％

全体事業費

融資対象範囲

国
（道路整備特別会計）

地方公共団体

認定事業者

貸付 償還

貸付 償還

無利子貸付制度

▲ 資金の流れ

※消防車両（普通ポンプ車）：全高約３ｍ



○立替施行制度

４. ２）鉄道施設等の改良による道路交通の円滑化（

施策の概要

1)踏切除却までに時間を要する「開かずの踏切」等への対策として、鉄道

施設等の改良による道路交通の円滑化方策の検討を実施

・鉄道線路の高架化を効率的・効果的に進めるため、工期短縮に向けた

高架化技術の検討等を実施

・列車が踏切を通過後迅速に踏切開放を行う踏切制御システムの高度化

のための開発など、踏切システム高度化のための検討を実施

2)既存ストックを有効に活用した踏切の安全対策として、開かずの踏切等

を通行する踏切利用者に対して、迂回路として駅構内通路の通行を可能

とし、安全な歩行空間の確保を図る取組を推進

○工期短縮に向けた高架化技術の検討

【効率的な鉄道高架技術開発のイメージ】

○既存ストックを活用した踏切安全対策

【駅構内通路を活用した踏切安全対策のイメージ】

◆地方公共団体と立替施行者（鉄道事業者、ＳＰＣ、第三セクター、
機構等）との間の協定に基づき、立替施行者が事業費の一部を立
て替えて事業を実施する制度。

◆立替事業費は、後年度、地方公共団体が立替施行者に返済。

＜制度の概要＞

補助金

＜事業費の資金構造＞

鉄道負担
起債

地方公共団体負担

一般財源

国：約４５％ 地方：約４５％ 鉄道：約１０％

立替範囲

工事費

＜制度活用の効果＞

工事費

立替施行者
の支援による
集中投資

事業期間
の短縮

財政状況等
による事業の

制約

・開かずの踏切等の近傍にある既存の駅構内通路を踏切の
迂回路として利用
・駅構内通路を通行する際に、駅改札手前で通行券を配布し、
反対側の改札口で通行券を回収

既設線の鉄道高架は仮線方式※が一般化
（仮線用地の取得等に時間を要し、踏切解消が遅延）

活線状況において用地取得を伴わない
効率的な鉄道高架技術の開発を推進

鉄道高架の省力化等を通じて、
鉄道事業者の高架化の取組を推進

踏切解消による道路交通の円滑化

※仮線方式：既設の鉄道線を一旦仮の線路に移設した後に高架化を行う方式

開かずの踏切

駅構内通路
による迂回


